
令和５年 第１回

三種町選挙管理委員会議案

令和５年３月１日提出

日 時 令和５年３月１日（水）

午前９時００分

場 所 三種町役場第３会議室

署名委員

署名委員



次 第

１ 委員長あいさつ

２ 会議録署名委員の指名（ 委員、 委員）

３ 案 件

議案第 １号 選挙人名簿に登録することについて

議案第 ２号 選挙人名簿から抹消することについて

報告第 １号 登録の移替えをした者について

報告第 ２号 選挙権を有する者の５０分の１の数について

報告第 ３号 選挙権を有する者の３分の１の数について

報告第 ４号 専決処分した事項の報告について（欠格者の表示）

議案第 ３号 選挙人名簿の移替えの延期について（県議選）

議案第 ４号 ポスター掲示場を設置する場所を定めることについて（県議選）

議案第 ５号 投票所を定めることについて（県議選）

議案第 ６号 投票所の閉鎖時刻を定めることについて（県議選）

議案第 ７号 期日前投票及び不在者投票を行う場所及び設置する期間を定める

ことについて（県議選）

議案第 ８号 不在者投票に係る投票用紙及び投票用封筒を郵便により発送でき

る日を定めることについて（県議選）

協議第 １号 投票率向上のための投票区等の運営方針について（継続）

４ その他



議案第１号

選挙人名簿に登録することについて

公職選挙法第２２条第１項の規定により、令和５年３月１日現在において別

紙の者を選挙人名簿に登録する。

令和５年３月１日提出

三種町選挙管理委員会

委員長 嶋 田 仁

１ 新有権者登録 令和５年３月１日までに満１８歳に達する者

生年月日：平成１６年１２月３日から平成１７年３月２日まで

男 １７人 女 １２人 小計 ２９人

２ 転入登録 令和４年１２月１日以前より引き続き三種町に居住している者

転入日：令和４年９月２日から令和４年１２月１日まで

男 ２０人 女 ２１人 小計 ４１人

３ 登録者総数 男 ３７人 女 ３３人 合計 ７０人



議案第２号

選挙人名簿から抹消することについて

公職選挙法第２８条の規定により、令和５年３月１日現在において別紙の者

を選挙人名簿から抹消する。

令和５年３月１日提出

三種町選挙管理委員会

委員長 嶋 田 仁

１ 死亡抹消者 届出日：令和４年１２月１日から令和５年２月２８日まで

男 ５６人 女 ５８人 小計１１４人

２ 転出抹消者 令和４年１０月３１日以前に三種町から転出した者

転出日：令和４年８月１日から令和４年１０月３１日まで

男 ２４人 女 ２４人 合計 ４８人

３ 抹消者総数 男 ８０人 女 ８２人 合計１６２人

 

 



報告第１号

登録の移替えをした者について

令和５年３月１日現在において定時登録に係る登録の移替えをした者は、別

紙のとおりである。

令和５年３月１日提出

三種町選挙管理委員会

委員長 嶋 田 仁

令和４年１２月１日から令和５年２月２８日までの町内転居により投票区の

移替えをした者

男 ９人 女 ２６人 合計 ３５人

 

 



報告第２号

選挙権を有する者の５０分の１の数について

地方自治法第７４条第１項及び第７５条第１項に規定する選挙権を有する者

の総数の５０分の１の数は２７２である。

令和５年３月１日提出

三種町選挙管理委員会

委員長 嶋 田 仁

参 考

第７４条第１項 条例の改廃請求

第７５条第１項 地方公共団体等の事務等の執行に係る監査請求



報告第３号

選挙権を有する者の３分の１の数について

地方自治法第７６条第１項、第８０条第１項及び第８１条第１項並びに地方

教育行政の組織及び運営に関する法律第８条第１項に規定する選挙権を有する

者の総数の３分の１の数は４，５２１である。

令和５年３月１日提出

三種町選挙管理委員会

委員長 嶋 田 仁

参 考

第７６条第１項 議会の解散請求

第８０条第１項 議員の解職請求

第８１条第１項 長の解職請求

地教組第８条第１項 教育委員の解職請求



報告第４号

専決処分した事項の報告について（欠格者の表示）

選挙権を有しなくなった者について、公職選挙法（昭和２５年法律第１００

号）第２７条第１項の規定により、別紙のとおり選挙人名簿に表示した。

令和５年３月１日提出

三種町選挙管理委員会

委員長 嶋 田 仁



議案第３号

選挙人名簿の移替えの延期について（県議選）

公職選挙法施行令第１７条ただし書により三種町の区域内で他の投票区の区

域に住所を移した者に係る選挙人名簿の登録の移替えを延期する期間を次のと

おり定める。

令和５年３月１日提出

三種町選挙管理委員会

委員長 嶋 田 仁

移替えを延期する期間

令和５年３月７日から令和５年４月９日まで



議案第４号

ポスター掲示場を設置する場所を定めることについて（県議選）

令和５年４月９日執行予定の秋田県議会議員一般選挙における公職選挙法第

１４４条の２の規定によりポスター掲示場を設置する場所を次のとおり定める。

令和５年３月１日提出

三種町選挙管理委員会

委員長 嶋 田 仁

琴丘地区 ４９箇所

山本地区 ６２箇所

八竜地区 ４６箇所 計 １５７箇所

設置箇所は別紙のとおり



議案第５号

投票所を定めることについて（県議選）

令和５年４月９日執行予定の秋田県議会議員一般選挙における各投票区の投

票所を次のとおり定める。

令和５年３月１日提出

三種町選挙管理委員会

委員長 嶋 田 仁

投票区 投 票 所 所 在 地

鯉 川 旧鯉川小学校 三種町鯉川字片平３４番地

鹿渡南 琴丘保育園 三種町鹿渡字東小瀬川４３番地１

鹿渡北 琴丘地域拠点センター 三種町鹿渡字東二本柳２９番地３

新屋敷 新屋敷集会所 三種町鹿渡字寺後１７０番地

落 合 旧上岩川小学校 三種町上岩川字柏木岱４０番地

勝 平 勝平地区集会所 三種町上岩川字勝平６３番地３

大 町 山本地域拠点センター 三種町森岳字町尻３５番地

林 崎 林崎自治会館 三種町森岳字東囲１５１番地

木戸沢 山本ふるさと文化館 三種町森岳字東堤沢７２番地４４

長 面 すいらんの館 三種町下岩川字長面谷地３９番地２

達 子 達子集落生活改善センター 三種町下岩川字達子１７０番地１

金光寺 金陵の館 三種町豊岡金田字金光寺４番地１

豊 岡 豊岡公民館 三種町豊岡金田字豊岡９１番地１

北金岡 中嶋ふれあいセンター 三種町外岡字中嶋４番地１

川 尻 川尻自治会館 三種町川尻字東大堤下７４番地

鵜 川 鵜川地区館 三種町鵜川字西鵜川８５番地

大 曲 大曲コミュニティセンター 三種町鵜川字大曲１１７番地

浜 田 浜口地区館 三種町浜田字福沢５７番地

大 口 大口公民館 三種町大口字大口４５番地

釜 谷 釜谷公民館 三種町大口字釜谷１８番地

芦 崎 せいぶ館 三種町芦崎字芦崎４８５番地



議案第６号

投票所の閉鎖時刻を定めることについて（県議選）

公職選挙法第４０条第１項の規定により、令和５年４月９日執行予定の秋田

県議会議員一般選挙における各投票所の閉鎖時刻を次のとおり定める。

令和５年３月１日提出

三種町選挙管理委員会

委員長 嶋 田 仁

投票区 投 票 所 閉 鎖 時 刻

落 合 旧上岩川小学校 午後６時とし、閉鎖時刻を２時間繰り上

げる。勝 平 勝平地区集会所

投票区 投 票 所 閉 鎖 時 刻

鯉 川 旧鯉川小学校

午後７時までとし、閉鎖時刻を１時間繰

り上げる。

鹿渡南 琴丘保育園

鹿渡北 琴丘地域拠点センター

新屋敷 新屋敷集会所

大 町 山本地域拠点センター

林 崎 林崎自治会館

木戸沢 山本ふるさと文化館

長 面 すいらんの館

達 子 達子集落生活改善センター

金光寺 金陵の館

豊 岡 豊岡公民館

北金岡 中嶋ふれあいセンター

川 尻 川尻自治会館

鵜 川 鵜川地区館

大 曲 大曲コミュニティセンター

浜 田 浜口地区館

大 口 大口公民館

釜 谷 釜谷公民館

芦 崎 せいぶ館



議案第７号

期日前投票及び不在者投票を行う場所及び設置する期間を定めることに

ついて（県議選）

令和５年４月９日執行予定の秋田県議会議員一般選挙における期日前投票及

び不在者投票を行う場所及び設置する期間を次のとおり定める。

令和５年３月１日提出

三種町選挙管理委員会

委員長 嶋 田 仁

１ 期日前投票を行う場所及び設置期間

（１）三種町鹿渡字東二本柳２９番地３ 琴丘地域拠点センター

期間 令和５年４月１日から令和５年４月８日まで

（２）三種町森岳字町尻３５番地 山本地域拠点センター

期間 令和５年４月１日から令和５年４月８日まで

（３）三種町鵜川字西本田２番地 八竜農村環境改善センター

期間 令和５年４月１日から令和５年４月８日まで

投票時間 いずれも午前８時３０分から午後８時まで

２ 不在者投票を行う場所及び設置する期間

三種町鵜川字岩谷子８番地 三種町選挙管理委員会事務室

令和５年４月１日から令和５年４月８日まで

午前８時３０分から午後８時まで



議案第８号

不在者投票に係る投票用紙及び投票用封筒を郵便により発送できる日を

定めることについて（県議選）

公職選挙法施行令第５３条第１項及び第５９条の４第４項の規定により、令

和５年４月９日執行予定の秋田県議会議員一般選挙における不在者投票に係る

投票用紙及び投票用封筒を郵便により発送できる日を次のとおり定める。

令和５年３月１日提出

三種町選挙管理委員会

委員長 嶋 田 仁

郵便により発送できる日 令和５年３月２９日（水）



協議第１号

投票率向上のための投票区等の運営方針について（継続）

投票率向上のための投票区等の運営方針について協議する。

令和５年３月１日提出

三種町選挙管理委員会

委員長 嶋 田 仁



【今後の日程】

３月２０日（月） 秋田県議会議員一般選挙 投票所入場券発送

３月３０日（木） 第２回選挙管理委員会（選挙時登録、県議選関係）

午前９時００分 第２会議室

３月３１日（金） 秋田県議会議員一般選挙 公示日

４月 １日（土）～４月８日（土） 期日前投票・不在者投票

４月 ３日（月） 選挙公報配布開始

４月 ８日（土） 第３回選挙管理委員会（登録抹消）

午前９時 第１会議室

４月 ９日（日） 秋田県議会議員一般選挙 投・開票日

任期満了日 令和５年４月２９日

能代市山本郡選挙区 定数３人（△１）


